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１ 推進体制 
 

（１）推進組織 

 

この計画は、関係団体や関係機関と連携して、市民協働により推進します。この計画の

進捗管理は、北茨城市子ども・子育て会議が行います。 

 

（２）事業の進捗管理 

 

この計画の進捗管理は、次の方針により行います。 

 

①ＰＤＣＡサイクルの実施 

この計画の事業の進捗管理は、ＰＤＣＡサイクルの実施を基本方針とし、年 1 回程度定

期的に事業進捗状況を点検・評価し、必要な場合は、適宜、目標等の見直しを行い、事業

の進捗を図ります。 

（注）ＰＤＣＡサイクル：Ｐ＝プラン（この計画の具体的な事業方針等）、Ｄ＝ドゥ（実行）、Ｃ
＝チェック（点検・評価）、Ａ＝アクション（見直し）。このサイクルは、個々の事業ごとに
Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａと回り、再度、見直し後のＰにもどり、事業方針の改善点を把握し、新たな
サイクルを回していくことにより、事業の継続的な改善を図る（充実させる）ことを年度ご
とに繰り返していきます。 

 

＜ＰＤＣＡサイクルの概念図＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

①Plan(計画) 

目標設定や具体的な
事業計画を策定する

②Do(実行) 

計画にしたがって実
行する 

③Check(評価) 

計画の達成状況を点
検・評価する 

④Action(見直し) 

事業を継続するか，内
容の変更・改善を行う 

⑤新たな計画へ 
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②事業評価 

ＰＤＣＡサイクルの実施にあたって必要な事業及び計画の評価は、「北茨城市子ども・

子育て会議」が行います。 

 

 

２ 施策の点検・公表 
 

（１）事業評価の公表 

 

毎年 1 回、事業の進捗状況についての点検・評価結果を市民に公表します。 

 

（２）公表の方法 

 

公表は市のホームページ等により行います。 
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